
関係手続き一覧

届出 分類 種類 手続きが必要な方 手続きに必要なもの等 担当窓口

婚姻 窓口 婚姻届 夫になる方及び妻になる方 □ 婚姻届

□ 本人確認書類

□ 姓の変更がある方は、マイナンバーカード

※届出人の本籍地、住所地で届出できます。

※住所異動（転入など）が伴う場合は、別途手続きが必要です。
町民課

0858-43-3505

婚姻 窓口 印鑑登録 婚姻により姓が変わった方（印
鑑登録をしている印鑑に旧姓が
含まれている方）

□ 登録する印鑑

□ 印鑑登録証（旧）

□ 本人確認書類

※即日登録を希望する方は、公的機関発行の顔写真付の本人確認書類
（マイナンバーカード、運転免許証など）が必要です。

町民課
0858-43-3505

婚姻 窓口 本人通知制度 三朝町住民票の写し等本人通
知制度に登録されている方で、
氏名、本籍等に変更のあった方

□ 本人確認書類

町民課
0858-43-3505

婚姻 国民健康保険 国民健康保険（加入世帯
の方）

氏名、住所、世帯構成が変更
になった方

□本人確認書類

□ 国民健康保険資格確認書（お持ちの方のみ） 健康福祉課
0858-43-3520

婚姻 国民健康保険 国民健康保険（加入世帯
の方）

新たに加入する方または脱退す
る方

□ 本人確認書類

□ 世帯主及び婚姻する方のマイナンバーカード

□ 印鑑（自署の場合省略可）

□ 加入していた健康保険資格喪失証明書（新たに国保へ加入する方の
み）

□ 新たに加入した健康保険資格のわかるもの（脱退する方のみ）

健康福祉課
0858-43-3520
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婚姻 後期高齢者医療 後期高齢者医療 後期高齢者医療に加入してい
る方で氏名、住所が変更になっ
た方

□ 後期高齢医療資格確認書

□ 本人確認書類

□ マイナンバーカード

健康福祉課
0858-43-3520

婚姻 子育て 児童手当 児童手当を受給している方 □マイナンバーカードまたは個人番号通知カード

□ 本人確認書類

□ 申請者の金融機関口座番号が確認できるもの

□ 申請者の健康保険資格確認書の写し

※状況により別途書類が必要になる場合があります。
※受給者（申請者）が公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給され
ますので、勤務先へお問い合わせください。

町民課
0858-43-3505

婚姻 子育て 児童扶養手当 児童扶養手当を受給している
方

□ 児童扶養手当証書

□ 本人確認書類

※状況により別途書類が必要になる場合があります。 町民課
0858-43-3505

婚姻 子育て 特別児童扶養手当 特別児童扶養手当の交付を受
けている方で氏名が変わった
方、受給資格が変更になる方

□ 本人確認書類

※状況により別途書類が必要になる場合があります。
町民課

0858-43-3505

婚姻 子育て 保育サービス 既に保育所に入所している児
童の保護者

□ 所得課税証明書（町外者で個人番号を提示できない場合）

□ その他添付資料 町民課
0858-43-3505

婚姻 医療費助成 特別医療費助成制度 ひとり親の特別医療受給者証
の交付を受けている方

□ 受給者証（返還）

健康福祉課
0858-43-3520
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婚姻 介護保険 介護保険 介護保険被保険者証の交付を
受けている方で氏名、住所が変
更になった方

□ 介護保険被保険者証

□ 介護保険負担割合証（お持ちの方のみ）

□ 各種減額証（お持ちの方のみ）

健康福祉課
0858-43-3520

婚姻 障がい者福祉 自立支援医療 自立支援医療（精神通院・更生
医療）の支給を受けている方で
氏名が変更になった方

□ 受給者証

□ 印鑑（自署の場合省略可） 健康福祉課
0858-43-3520

婚姻 障がい者福祉 身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳

手帳の交付を受けている方で氏
名の変更のあった方

□ 該当する手帳

□ 印鑑（自署の場合省略可）

□ マイナンバーカード（療育手帳の手続きを除く）

健康福祉課
0858-43-3520

婚姻 上下水道 上下水道 水道契約者で名義変更する
方、新たに水道を使用する方

※口座引き落としを希望される方は、口座振替依頼書をお渡しします。

建設水道課
0858-43-3502

婚姻 上下水道 上下水道 水道の使用を中止する方
建設水道課

0858-43-3502


